
 

平成 18 年 6 月 19 日 
 

各      位 
                                                       埼玉県さいたま市中央区上落合 2 丁目 3 番 1 号  

会 社 名 株 式 会 社  ゴルフ・ドゥ 
代表者名 代表取締役社長 伊東  龍也 
（ コード番号 3032   名証ｾﾝﾄﾚｯｸｽ ） 
問合せ先  取締役経営管理本部長 
                       大井  康生 
( TEL． ０４８－８５１－３１１１ ） 

 

定款の（一部）変更に関するお知らせ 
 
 当社は、平成 18 年 6 月 14 日開催の取締役会において、「定款の（一部）変更の件」を平成 18 年 6
月 30 日開催予定の第 7 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら

せいたします。 
 

記 
 
１． 定款変更の目的 

（1）商号の英文名称を統一（大文字）表示とするため、変更案第１条を変更するもので

あります。 
 
（2）現行の目的について不必要な条項を整理するため、変更案第２条第１項とし現行の

第２項及び第３項を削除するものであります。 
 
（3）端株は今後も発生しないため、変更案第８条第３項、第９条、第３５条第１項及び

第３６条とし、端株の文言を削除するものであります。 
 
（4）電子公告制度の導入のため商法等の一部を改正する法律（平成 16 年法律第 87 号）

が、平成 17 年 2 月 1 日に施行されたことにより、電子公告制度の導入が可能にな

りましたので、変更案第５条とするものであります。 
 
（5）取締役会決議によって取締役及び監査役の責任を法令の範囲内で一部免除できる制



 

度を導入することにより、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できる

よう変更案第２４条、第３３条を新設するものであります。 
 
（6）「会社法」（平成 17 年法律第 86 号、以下「新会社法」という。）及び法務省令が平

成 18 年 5 月 1 日に施行されたことにより、次のとおり新設及び変更等をするもの

であります。 
①定款に定めることによって、株主総会の招集に際しインターネットを利用する方

法で株主総会参考書類等を開示した場合は株主に対して提供したものとみなすこ

とが可能となったため、株主の皆様の利便性を高めるために、変更案第１４条を

新設するものであります。 
     ②定款に定めることにより、取締役会における書面決議が可能となったため、より

機動的な意思決定をしていくことを目的に、変更案第２２条第２項を新設するも

のであります。 
     ③会社法第 326 条第 2 項の規定に従い、当会社に設置する機関を定めるため、変更

案第４条を新設するものであります。 
     ④その他、用語及び引用条文等について「会社法」に対応した変更を行うとともに、

上記の変更、新設に伴い条数の変更を行うものであります。 
 
２．定款変更の内容 
            変更の内容は別紙のとおりであります。 
３． 日程 
      定款変更のための株主総会開催日   平成 18 年 6 月 30 日（金） 
      定款変更の効力発生日        平成 18 年 6 月 30 日（金） 
 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

「株式会社ゴルフ・ドゥ」定款（案） 
 
現行定款                 変更案 

定   款 
 
第１章 総   則 

 
（商 号） 

第 1条  当会社は、株式会社ゴルフ・ドゥ 

と称し、英文ではＧＯＬＦ・Ｄｏ 

ＣＯ.，ＬＴＤ.と表示する。 

  
（目 的） 

第２条  当会社は、次の事業を営むことを 

     目的とする。 

１．ゴルフ関連用品の販売及び中古ゴルフ

クラブの買取・修理・賃貸借 

２．ゴルフ用品の販売及び買取を目的とす

るフランチャイズチェーン店の加盟募

集及び加盟店の指導 

３．ゴルフ場及びゴルフ練習場の運営及び 

運営支援 

４．インターネットを利用したゴルフ関連

商品の販売及び買取並びに各種情報サ

ービスの提供､業務代理業 

５．経営コンサルタント業務 

６．情報処理システムの企画開発及び保守 

管理業務 

７．広告代理店 

８．不動産の賃貸、売買、仲介並びに管理 

９．損害保険代理業 

 

 

② 当会社は、次の事業を営む会社の株

式を所有することにより、当該会社の

事業活動を支配・管理することを目的

とする。 
１. スポーツ用品の販売 
２．前各号に関する中古品の売買 

３．ニューメディアの情報の調査、研究  

４．ニューメディアに関するシステム開発 

５．インターネットを利用した各種情報提 

供サービス 

６．経営コンサルタント業務 

定   款 
 
第１章 総   則 

 

（商 号） 

第１条  当会社は、株式会社ゴルフ・ドゥと

称し、英文ではＧＯＬＦ・ＤＯ Ｃ

Ｏ．，ＬＴＤ．と表示する。 

 

（目 的） 

第２条  当会社は、次の事業を営むことを 

目的とする。 

１．ゴルフ関連用品の販売及び中古ゴル

フクラブの買取・修理・賃貸借 

２．ゴルフ用品の販売及び買取を目的と

するフランチャイズチェーン店の加

盟募集及び加盟店の指導 

３．ゴルフ場及びゴルフ練習場の運営 

及び運営支援 

４．インターネットを利用したゴルフ関

連商品の販売及び買取並びに各種情

報サービスの提供､業務代理業 

５．経営コンサルタント業務 

６．情報処理システムの企画開発及び保 

守管理業務 

７．広告代理店 

８．不動産の賃貸、売買、仲介並びに管 

理 

９．損害保険代理業 

10．前各項に附帯関連する一切の業務 

 

  ②及び③は削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

７．不動産の賃貸、売買、仲介並びに管理 

８．損害保険代理業 

③ 前各項に附帯関連する一切の業務 

 

（本店所在地） 

第３条 当会社は、本店を埼玉県さいたま市

におく。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

（公告をする方法） 

第４条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲

載してする。 

 

 

 

 

 

第２章 株   式 
 

（発行する株式の総数） 
第５条 当会社の発行する株式の総数は、

４４，０００株とする。 

 

 

 

 

 

（名義書換代理人） 

第６条 当会社は、株式及び端株につき名

義書換代理人をおく。 

②  名義書換代理人及びその事務取扱

場所は､取締役会の決議によって選

定する。 

③  当会社の株主名簿及び端株原簿並

びに株券喪失登録名簿は、名義書換

代理人の事務取扱場所に備え置き、

株式の名義書換、端株原簿の記載又

は記録、端株の買取り、その他株式

及び端株に関する事務は、これを名

 

 

 
 
（本店所在地） 

第３条  当会社は、本店を埼玉県さいたま市

に置く。 

 

（機関） 

第４条  当会社は、株主総会及び取締役のほ

か、次の機関を置く。 

① 取締役会 

② 監査役 

③ 監査役会 

④ 会計監査人 

 

（公告方法） 

第５条  当会社の公告方法は、電子公告とす

る。ただし、事故その他やむを得な

い事由によって電子公告による公告

をすることができない場合は、日本

経済新聞に掲載して行う。 

 

 

第２章 株   式 

 

（発行可能株式総数） 

第６条  当会社の発行可能株式総数は、 

４４，０００株とする。 

 

（株券の発行） 

第７条  当会社は、その株式に係る株券を発

行する。 

 

（株主名簿管理人） 

第８条  当会社は、株主名簿管理人をおく。 

② 株主名簿管理人及びその事務取扱場

所は､取締役会の決議によって定め

る。 

③ 当会社の株主名簿、（実質株主名簿を

含む。以下同じ。）新株予約権原簿お

よび株券喪失登録名簿の作成ならび

に備置きその他の株主名簿、新株予

約権原簿および株券喪失登録名簿に

関する事務は、これを株主名簿管理

人に委託し、当会社においては取扱



 

義書換代理人に取扱わせ、当社にお

いては取扱わない。 

 

（基準日） 

第７条 当会社は、毎年３月３１日の最終の

株主名簿に記載又は記録された議決権

を有する株主をもって、その決算期の

定時株主総会において権利を行使すべ

き株主とする。 

② 前項のほか、取締役会の決議により

あらかじめ公告して､臨時に基準日

を定めることができる 

 

（株式取扱規程） 

第８条 当会社の株券の種類並びに株式の名 

義書換、端株原簿の記載又は記録、

端株の買取り､その他株式及び端株

に関する取扱い及び手数料は､法令

又は本定款のほか､取締役会におい

て定める株式取扱規定による。 

 

 

第３章 株 主 総 会 

 

 

 

 

 

 

 

（招 集） 

第９条  当会社の定時株主総会は、営業年 

度末日の翌日から３か月以内に招

集し、臨時株主総会は、その必要

に応じて招集する。 

 

（議 長） 

第１０条 株主総会の議長は、取締役社長が

これに当たる。取締役社長に事故

あるときは、あらかじめ取締役会

の定める順序により、他の取締役

がこれに代わる。 

 

（決議の方法） 

第１１条 株主総会の決議は、法令又は定款

に別段の定めがある場合のほか、

わない。 

 

 

 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

（株式取扱規程） 

第９条  当会社の株式に関する取扱い及び手

数料は､法令又は本定款のほか､取締

役会において定める株式取扱規程に

よる。 

 

 

 

 

第３章 株 主 総 会 

 

（基準日） 

第１０条 当会社は、毎年３月３１日の株主名

簿に記載又は記録された株主をもっ

て、定時株主総会において権利を行

使すべき株主とする。 

 

（招 集） 

第１１条 当会社の定時株主総会は、事業年度

末日の翌日から３か月以内にこれを

招集し、臨時株主総会は、その必要

に応じて招集する。 

 

（招集権者および議長） 

第１２条 株主総会は、取締役社長が招集し、

議長となる。 

② 取締役社長に事故のあるときは、あ

らかじめ取締役会の定める順序によ

り、他の取締役がこれに代わる。 

 

（決議の方法） 

第１３条 株主総会の決議は、法令又は定款に

別段の定めがある場合のほか、出席



 

出席した株主の議決権の過半数を

もって決する。 

 

② 商法第３４３条に定める特別決議

は、総株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し、その議

決権の３分の２以上をもって決す

る｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議決権の代理行使） 

第１２条 株主は、当会社の株主以外の者に

議決権の行使を委任してはならな

い。 

② 株主が議決権の行使を委任する場

合には、株主または代理人は株主

総会毎に代理権を証する書面を当

会社に提出しなければならない。 

 

（議事録） 

第１３条 株主総会における議事の経過の要

領およびその結果については､こ

れを議事録に記載または記録し､

議長および出席した取締役がこれ

に記名押印または電子署名を行な

う｡ 

 

 

第４章 取締役、監査役、代表取締役及び 

取締役会 

 

（取締役の員数） 

第１４条 当会社の取締役は、７名以内とす

る。 

 

した議決権を行使することができる

株主の議決権の過半数をもって行

う。 

   ② 会社法第３０９条第２項の規定によ

る株主総会の決議は､議決権を行使

することができる株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席し､

その議決権の３分の２以上をもって

行う｡ 

 

（株主総会参考書類等のインターネット開示と

みなし提供） 

第１４条 当会社は株主総会の招集に際し、株

主総会参考書類、事業報告、計算書

類および連結決算書類に記載または

表示すべき事項にかかわる情報を、

法務省令に定めるところに従いイン

ターネットを利用する方法で開示す

ることにより、株主に対して提供し

たものとみなすことができる。 

 

（議決権の代理行使） 

第１５条 株主は、当会社の議決権を有する他

の株主１名を代理人としてその議決

権を行使することができる。 

② 株主が議決権の行使を委任する場合

には、株主または代理人は株主総会

毎に代理権を証明する書面を当会社

に提出しなければならない。 

 
削除 

 

 

 

 

 

 
 

 

第４章 取締役及び取締役会 

 
 
（取締役の員数） 

第１６条 （現行「第１４条」の通り） 

 

 



 

（取締役の選任方法） 

第１５条 当会社の取締役は、株主総会にお

いて議決権のある総株主の議決権

の３分の１以上に当たる株式を有

する株主が出席し、その議決権の

過半数の決議によって選任する。 

② 取締役の選任決議は、累積投票に 

  よらない。 

    

（任期） 

第１６条 取締役の任期は、就任後２年内の

最終の決算期に関する定時株主総

会の終結の時までとする。 
② 任期満了前に退任した取締役の補

欠として、又は増員により選任さ

れた取締役の任期は、在任取締役

の任期の残存期間と同一とする。 

  

（取締役会の招集及び議長） 

第１７条 取締役会は、取締役社長がこれを

招集し、議長となる。 
② 取締役社長に事故があるときは、

あらかじめ取締役会の定める順序

により、他の取締役がこれに代わ

る｡ 

③ 取締役会の招集通知は、会日の３

日前までに各取締役および各監査

役に対し発するものとする。ただ

し、緊急の必要があるときは､この

期間を短縮することができる｡ 
④ 取締役および監査役の全員の同意

があるときは、招集の手続きを経

ないで取締役会を開くことができ

る｡ 

 

（役付取締役） 

第１８条 取締役会の決議をもって、取締役

の中から、取締役社長１名を選任

し、必要に応じて、取締役会長、

取締役副社長、専務取締役、常務

取締役各若干名を選任することが

できる。 

 

（代表取締役） 

第１９条 取締役社長は、当会社を代表し、

会社の業務を統轄する。 

（取締役の選任方法） 

第１７条 取締役は、株主総会において、議決

権を行使することができる株主の議

決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数の決議

をもって行う。 

② （現行「１５条②」の通り） 

 
 

（任期） 

第１８条 取締役の任期は、選任後２年以内に

終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結のとき

までとする。 

② 増員または補欠として選任された取

締役の任期は、在任取締役の任期の満

了する時までとする。 

 

（取締役会の招集及び議長） 

第１９条 （現行「第１７条」の通り） 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

（代表取締役および役付取締役） 

第２０条 取締役会は、その決議によって代表

取締役を選定する。 



 

② 取締役会の決議をもって、前条の

役付取締役の中から会社を代表す

る取締役を定めることができる。 

 

 

（報酬） 

第２０条 取締役の報酬は、それぞれの株主 

総会の決議をもって定める。 

 

 

 

（取締役会の決議方法） 

第２１条 取締役会の決議は､取締役の過半

数が出席し､出席した取締役の過

半数で行なう｡ 

 

 

 

 

（取締役会の議事録） 

第２２条 取締役会における議事の経過の要

領およびその結果については､こ

れを議事録に記載または記録し､

出席した取締役および監査役がこ

れに記名押印または電子署名を行

なう｡ 

 

（取締役会規程） 

第２３条 取締役会に関する事項は､法令ま

たは本定款のほか､取締役会にお

いて定める取締役会規程による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 取締役会は、その決議によって取締

役会長、取締役社長各１名、取締役

副社長、専務取締役、常務取締役各

若干名を選定することができる。 

 
（報酬） 

第２１条 取締役の報酬、賞与その他の職務執

行の対価として当会社から受ける財

産上の利益（以下、｢報酬等」という。）

は、株主総会の決議をもって定める。 

 

（取締役会の決議方法） 

第２２条 取締役会の決議は､取締役の過半数

が出席し､出席した取締役の過半数

で行なう｡ 

   ② 当会社は、会社法３７０条の要件を

充たしたときは、取締役会の決議が

あったものとみなす。 
 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

（取締役会規程） 

第２３条  （現行「第２３条」の通り） 

 
 
 
（取締役の責任免除） 

第２４条 当会社は、会社法第４２６条第１項

の規定により、任務を怠ったことに

よる取締役（取締役であった者を含

む。）の損害賠償を、法令の限度にお

いて、取締役会の決議によって免除

することができる。 
② 当会社は、会社法第４２７条第 1 項

の規定により、社外取締役との間に、

任務を怠ったことによる損害賠償責

任を限定する契約を締結することが

できる。ただし、当該契約に基づく

責任の限度額は、法令が規定する額

とする。 



 

 
第５章 監査役および監査役会 

 

（員数） 

第２４条 当会社の監査役は､３名以内とす

る｡ 

 

（選任方法） 

第２５条 監査役は､株主総会の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席

し､その議決権の決議によって選

任する｡ 

 

 

（任期） 

第２６条 監査役の任期は､就任後４年内の

最終の決算期に関する定時株主総

会終結の時までとする｡ 

 

 

 

 

 

 

（常勤の監査役） 

第２７条 監査役は､互選により常勤の監査

役を定める。 

 

（監査役会の招集通知） 

第２８条 監査役会の招集通知は､会日の３

日前までに各監査役に対して発す

る。ただし、緊急の必要あるとき

は､この期間を短縮することがで

きる｡ 

② 監査役全員の同意があるときは､

招集の手続きを経ないで監査役会

を開くことができる｡ 

 

（監査役会の決議方法） 

第２９条 監査役会の決議は、法令に別段の

定めある場合を除き、監査役の過

半数で行なう。 

 

 

（監査役会の議事録） 

第３０条 監査役会における議事の経過の要

 
第５章 監査役及び監査役会 

 
（員数） 

第２５条  （現行「第２４条」の通り） 

 

 

（選任方法） 

第２６条 監査役は、株主総会において議決権

を行使することができる株主の議決

権の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数の決議を

もって行う。 

 

（任期） 

第２７条 監査役の任期は、選任後４年以内に

終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会終結のときま

でとする。 

② 任期の満了前に退任した監査役の 

補欠として選任された監査役の任期

は、退任した監査役の任期満了する

時までとする。 

 

（常勤の監査役） 

第２８条 監査役会は、監査役の中から常勤監

査役を選定する。 

 

（監査役会の招集通知） 

第２９条 （現行「第２８条」の通り） 

 

 

 
 

 

 

 

 

（監査役会の決議方法） 

第３０条 （現行「２９条」の通り） 

 

 

 

 

削除 

 



 

領およびその結果については､こ

れを議事録に記載または記録し､

出席した監査役がこれに記名押印

または電子署名を行なう。 

 

（監査役会規程） 

第３１条 監査役会に関する事項は､法令ま

たは本定款のほか､監査役会にお

いて定める監査役会規程による｡ 

 

（報酬） 

第３２条 監査役の報酬は、株主総会の決議 

     により定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 計   算 

 

（営業年度および決算期） 

第３３条 当会社の営業年度は、毎年４月１

日から翌年３月３１日までの１年

とし、毎年３月３１日を決算期と

する。 
 

（利益配当金） 

第３４条 利益配当金は、毎年３月３１日の

最終の株主名簿に記載または記録

された株主または登録質権者およ

び同日の最終の端株原簿に記載又

は記録された株主に支払う。 

 

（中間配当金） 

 
 
 
 
 
（監査役会規程） 
第３１条 （現行「第３１条」の通り） 

 

 

 
（報酬） 
第３２条 監査役の報酬等は、株主総会の決議

により定める。 
 

（監査役の責任免除） 
第３３条 当会社は、会社法第４２６条第１項

の規定により、任務を怠ったことに

よる監査役（監査役であった者を含

む。）の損害賠償を、法令の限度にお

いて、取締役会の決議によって免除

することができる。 
② 当会社は、会社法第４２７条第 1 項

の規定により、社外監査役との間に、

任務を怠ったことによる損害賠償責

任を限定する契約を締結することが

できる。ただし、当該契約に基づく

責任の限度額は、法令が規定する額

とする。 

 

 

第６章 計   算 

 
（事業年度及び決算期） 

第３４条 当会社の事業年度は、毎年 4 月１日

から翌年 3 月 31 日までの１年とす

る。 

 

 

（剰余金の配当金） 

第３５条 株主総会決議によって、毎年 3 月 31

日の最終の株主名簿に記載または記

録された株主または登録株式質権者

に対し、期末配当を行うことができ

る。 

 

（中間配当） 



 

第３５条 当会社は、取締役会の決議により、

毎年９月３０日の最終の株主名簿

に記載または記録された株主また

は登録質権者および同日の最終の

端株原簿に記載または記録された

端株主に対し、中間配当を行なう

ことができる。 

 

（配当金の除斥期間） 

第３６条 利益配当金および中間配当金は、

支払開始の日から満３年を経過し

てもなお受領されないときは、当

会社はその支払義務を免れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則 １．第４条（公告する方法）の変更及

び現行第７条（株式の譲渡制限）

の削除については、効力発生日を

平成１７年７月末日とする。 

   ２．改訂：平成１７年６月２８日 
   ３．改訂：平成１７年８月２２日 

第３６条 前条のほか、取締役会の決議によっ

て、毎年 9月 30 日の最終の株主名簿

に記載又は記録された株主又は登録

株式質権者に対し、中間配当を行う

ことができる。 

 

 
 
（剰余金の配当金等の除斥期間） 
第３７条 期末配当および中間配当が、支払開

始の日から満 3 年を経過してもなお

受領されないときは、当会社はその

支払義務を免れる。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

（附則） １．改訂：平成１７年６月２８日 
     ２．改訂：平成１７年８月２２日 

 
 
 


